
改定のねらい
認定基準の解説・審査の手引き等に盛り込むべき事
項

パブリックコメント対応

・基準大項目は維持する。過度な詳細化を避ける
ために、基準小項目は.1で統一し、それより下位
の階層は作らない。

改定の目的：
「技術者教育認定に関わる基本的枠組」(以降、
「枠組」)4.1にて定める認定基準の基本方針によ
り添うための、基準項目の整理・統合。特に、以
下の2点を重視して改定する。
・「修了生のアウトカムズ保証を主眼とする教育
の継続的改善システムが機能していること」をよ
り重視した審査へのシフト(「枠組」4.1(2)関連)
・審査の質向上につながる(教育機関、JABEE双方
の)審査の負荷軽減(「枠組」4.1(4)(5)(6)関連)

改定基準
前文 　この共通基準は、高等教育機関において技術者

を育成するための教育を行っているプログラムを
認定するために定めるものである。認定を希望す
るプログラムは、以下に示す基準1～4をすべて満
たしていることを、根拠となる資料等で説明しな
ければならない。なお、ここでいう技術者とは、
研究開発を含む広い意味での技術の専門職に携わ
る者である。

前文 　この共通基準は、高等教育機関において技術者
教育を適切に設定・実施・評価・改善しているプ
ログラムを認定するために定めるものである。認
定を希望するプログラムは、以下に示す基準1～4
をすべて満たしていることを、根拠となる資料を
用いる等により合理的に説明しなければならな
い。

「技術者」の定義は「枠組」2.2(1)にて定義され
ているため、基準から削除する。

1 学習・教育到達目標の設定と公開 1 学習・教育到達目標の設定と公開
1(1) プログラムが育成しようとする自立した技術者像

が定められていること。この技術者像は、プログ
ラムの伝統、資源及び修了生の活躍分野等が考慮
されたものであり、社会の要求や学生の要望にも
配慮されたものであること。さらに、その技術者
像が広く学内外に公開され、また、当該プログラ
ムに関わる教員及び学生に周知されていること。

1.1 【自立した技術者像の設定と公開・周知】
プログラムは、育成しようとする自立した技術者
像を公開し、プログラムに関わる教員及び学生に
周知していること。この技術者像は、技術者に対
する社会の要求や学生の要望に配慮の上、プログ
ラムの伝統、資源、及び修了生の活躍が想定され
る分野等を考慮して定められていること。

・「公開」の定義：学内外にかかわらずに当該情報
にアクセス可能な状況を維持していること(学内のみ
への情報開示は「公開」とは言わない)。公開の程度
や容易性は審査対象となる。
・「プログラムの関係する学生」の定義：履修生(プ
ログラムに所属する(確定前を含む)学生)の他に、入
学・編入を検討している学生を含む。

1(2) プログラムが育成しようとする自立した技術者像
に照らして、プログラム修了時点の修了生が確実
に身につけておくべき知識・能力として学習・教
育到達目標が設定されていること。この学習・教
育到達目標は、下記の(a)～(i)の各内容を具体化
したものであり、かつ、その水準も含めて設定さ
れていること。さらに、この学習・教育到達目標
が広く学内外に公開され、また、当該プログラム
に関わる教員及び学生に周知されていること。な
お、学習・教育到達目標を設定する際には、(a)
～(i)に関して個別基準に定める事項が考慮され
ていること。
(a)地球的視点から多面的に物事を考える能力と
その素養
(b)技術が社会や自然に及ぼす影響や効果、及び
技術者が社会に対して負っている責任に関する理
解
(c)数学及び自然科学に関する知識とそれらを応
用する能力
(d)当該分野において必要とされる専門的知識と
それらを応用する能力
(e)種々の科学、技術及び情報を活用して社会の
要求を解決するためのデザイン能力
(f)論理的な記述力、口頭発表力、討議等のコ
ミュニケーション能力
(g)自主的、継続的に学習する能力
(h)与えられた制約の下で計画的に仕事を進め、

1.2 【学習・教育到達目標の設定と公開・周知】
プログラムは、プログラム修了生全員がプログラ
ム修了時に確実に身につけておくべき知識・能力
として学習・教育到達目標を定め、公開し、か
つ、プログラムに関わる教員及び学生に周知して
いること。この学習・教育到達目標は、自立した
技術者像(認定基準1.1)への標となっており、下
記の知識・能力観点(a)～(i)を水準を含めて具体
化したものを含み、かつ、これら知識・能力観点
に関して個別基準に定める事項が考慮されている
こと。
(a)地球的視点から多面的に物事を考える能力と
その素養
(b)技術が社会や自然に及ぼす影響や効果、及び
技術者の社会に対する貢献と責任に関する理解
(c)数学、自然科学及び情報技術に関する知識と
それらを応用する能力
(d)当該分野において必要とされる専門的知識と
それらを応用する能力
(e)種々の科学、技術及び情報を活用して社会の
要求を解決するためのデザイン能力
(f)論理的な記述力、口頭発表力、討議等のコ
ミュニケーション能力
(g)自主的、継続的に学習する能力
(h)与えられた制約の下で計画的に仕事を進め、
まとめる能力
(i)チームで仕事をするための能力

・水準を含めて具体化したものを学習・教育到達
目標に含めるべき(a)-(i)の呼称を「知識・能力
観点」(水準を含まない表現なので)とする。
・いわゆるIT技術を活用することは、内容に違い
があれどもいずれの分野でも求められていること
に鑑み、(c )に「情報技術」を追加。
・社会に対して技術者は責任を負うだけでなく積
極的な貢献が求められていることに鑑み、(b)に
「貢献」を追加。

・「周知」の定義：対象者に広く知らせること。知
れ渡っているかどうかの点検の有無やその点検結果
は審査対象となる。
・「三つの方針」が定義されている教育単位とプロ
グラムが一致する場合(例：学科＝プログラム)、学
習・教育到達目標はディプロマ・ポリシーと一致し
ていることが望ましいが、ディプロマ・ポリシーを
より具体的にしたものであっても良い。
・(c)でいう「情報技術」の定義：数学、自然科学と
並び、当該分野における専門的知識や応用能力の基
盤となるもの。
・(b)に含まれる法令遵守、技術者倫理などに関する
「理解」の意味：知識だけでなく、どう行動すべき
かを正しく認識していること。そのような場面に遭
遇した場合に必ずそのような行動をとるかどうかは
含まない。

(意見)
小項目1.1と1.2の内容を踏まえると、基準1の表題は
「自立した技術者像及び学習・教育到達目標の設定
と公開・周知」がより適当ではないか。
(対応)
1.1は1.2の前提であること、これに伴い、審査にあ
たっては1.2に重きを置くことになることが予想され
ることを「認定基準の解説」に記す。

日本技術者教育認定機構 認定基準（2019年度適用）

2012基準

現基準（2012年度～2018年度） 改定基準（2019年度～）
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日本技術者教育認定機構 認定基準（2019年度適用）

現基準（2012年度～2018年度） 改定基準（2019年度～）

2 教育手段 2 教育手段
2.1 教育課程の設計
2.1(1) 学生がプログラムの学習・教育到達目標を達成で

きるように、教育課程（カリキュラム）が設計さ
れ、当該プログラムに関わる教員及び学生に開示
されていること。また、カリキュラムでは、各科
目とプログラムの学習・教育到達目標との対応関
係が明確に示されていること。なお、標準修了年
限及び教育内容については、個別基準に定める事
項を満たすこと。

2.1(2) カリキュラムの設計に基づいて、科目の授業計画
書（シラバス）が作成され、当該プログラムに関
わる教員及び学生に開示されていること。シラバ
スでは、それぞれの科目ごとに、カリキュラム中
での位置付けが明らかにされ、その科目の教育内
容・方法、到達目標、成績の評価方法・評価基準
が示されていること。また、シラバスあるいはそ
の関連文書によって、授業時間が示されているこ
と。

2.2 学習・教育の実施
2.2(1) シラバスに基づいて教育が行われていること。
2.2(2) 学生の主体的な学習を促し、十分な自己学習時間

を確保するための取り組みが行われていること。

2.2(3) 学生自身にもプログラムの学習・教育到達目標に
対する自分自身の達成状況を継続的に点検させ、
それを学習に反映させていること。

2.3 教育組織
2.3(1) カリキュラムを適切な教育方法によって展開し、

教育成果をあげる能力をもった十分な数の教員と
教育支援体制が存在していること。

2.3(2) カリキュラムに設定された科目間の連携を密に
し、教育効果を上げ、改善するための教員間連絡
ネットワーク組織があり、それに基づく活動が行
われていること。

2.3(3) 教員の質的向上を図る取り組み（ファカルティ・
ディベロップメント）を推進する仕組みがあり、
当該プログラムに関わる教員に開示されているこ
と。また、それに従った活動が行われているこ

2.3(4) 教員の教育活動を評価する仕組みがあり、当該プ
ログラムに関わる教員に開示されていること。ま
た、それに従って教育改善に資する活動が行われ
ていること。

【カリキュラム・ポリシーに基づく教育課程、科
目の設計と開示】
プログラムは、公開されている教育課程編成・実
施の方針(カリキュラム・ポリシー)に基づく教育
課程(カリキュラム)において、各学習・教育到達
目標に関する達成度評価の方法及び基準、ならび
に、科目ごとの学習・教育到達目標との対応、学
習・教育内容、到達目標、評価方法、及び評価基
準、を定め、授業計画書(シラバス)等によりプロ
グラムに関わる教員及び学生に開示しているこ
と。なお、教育内容に関する必須事項を、必要に
応じて個別基準で定める。

カリキュラムの設計と、必要事項のシラバス等に
よる開示が審査時に同じ重みを持つことを改め
る。(カリキュラムの設計が適切であることが審
査においてまず重きを置いて点検すべきことであ
り、その具現化としてのシラバス等への記載や開
示の適切さについては、もし一部が不十分であっ
ても速やかに改善可能であることを審査時に考慮
する)

・カリキュラム・ポリシーが公開されていることが
大前提。(プログラムが「三つの方針」策定単位であ
れば、公開は機関認証評価の対象)
・シラバス「等」の定義：シラバスを補完する性質
を有する紙・電子媒体による文書。シラバスと一体
となって開示されていることが期待される。
・開示の定義：対象者が印刷物または電子ファイル
に記載された文書に閲覧可能な状況にしておくこ
と。対象者が実際に閲覧したかどうかは問わない。
閲覧の容易性にについては審査対象となる。
・審査の重点が「学生が学習・教育到達目標を達成
できるカリキュラムや内容・評価基準をプログラム
が適切に設計しているか」にあることを記載する。

(意見)
・カリキュラム・ポリシーの日本語表記は、文科省
（中教審）が使用しているものと合わせるべき。
・カリキュラムの設計と、必要事項のシラバス等に
よる開示との重みづけが不明。
(対応)
・カリキュラム・ポリシーの日本語表記を中教審定
義に合わせる。
・左記の「改定のねらい」に記載した内容を「認定
基準の解説」に明記する。

【シラバスに基づく教育の実施と主体的な学習の
促進】
プログラムは、シラバス等に基づいて教育を実施
し、カリキュラムを運営していること。カリキュ
ラムの運営にあたり、プログラムは、履修生に対
して学習・教育到達目標に対する自身の達成度を
継続的に点検・反映することを含む、主体的な学
習を促す取り組みを実施していること。

学習・教育の実施状況を学生個々にかつ定量的に
点検しているかどうかより、主体的な学びへの誘
導がなされているか、に重点を置くよう改める。

2.2

2.3

「主体的な学習を履修生に促す取り組み」とは、CAP
制による科目ごとの十分な学習時間の確保、事前学
習・事後学習に対するシラバス等への記述を通じた
教育方法改善の教員への機会提供、学習・教育到達
目標に対する自身の達成度の振り返りの履修生への
機会提供、授業アンケート等による実状把握などの
仕組みを保有し、運用していることを意図してい
る。(履修生がどの科目でどの程度学習時間を確保し
ているか、などのbean countingは求めない)

(意見)
・「認定基準の解説・審査の手引き等に盛り込むべ
き事項」の記載内容が理解できない
・「自己学習時間」から「主体的な学習」に変わ
り、具体的でなくなった。どう点検すればいいか不
明。
(対応)
・「教員への教育方法の改善」を「教育方法改善の
教員への機会提供」に修正する。
・「学習・教育の実施状況を学生個々にかつ定量的
に点検しているかどうかより、主体的な学びへの誘
導がなされているか、に重点を置くよう改める。」
を「認定基準の解説」に記載する。

「主体的」を狭く捉えないように「解説」執筆の

【教員団、教育支援体制の整備と教育の実施】
プログラムは、上記2.1項、2.2項で定めたカリ
キュラムに基づく教育を適切に実施するための教
員団及び教育支援体制を整備していること。この
教育支援体制には、科目間の連携を図ってカリ
キュラムに基づく教育を円滑に実施する仕組み、
及び、教員の教育に関する活動を評価した上で質
的向上を図る仕組みを含むこと。加えて、プログ
ラムは関係する教員にその体制を開示しているこ
と。なお、教員団及び教育支援体制に関する勘案
事項を必要に応じて個別基準で定める。

教育組織・体制に柔軟性を認めつつ、組織的かつ
安定して教育が行われているか、に重点を置くよ
う改める。

カリキュラムが学習・教育到達目標を達成するため
に定められていることは2.2で審査対象となるため、
2.3ではカリキュラムに基づく(柔軟性を認める)教育
の適切な実施、及び、教育支援体制の充実を問うて
いる。

2.1

(意見)
「教育支援体制」には教育を支援する事務組織とそ
の職員を含むことを明記してほしい。
(対応)
基準に「事務組織」を明記し、必須事項とすると対
応に苦慮するプログラムが出る可能性がある。「教
育支援体制」の定義(教員、職員、TA、ボランティ
ア、外部機関等々)を「解説」に記す。
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日本技術者教育認定機構 認定基準（2019年度適用）

現基準（2012年度～2018年度） 改定基準（2019年度～）

2.4 入学、学生受け入れ及び異動の方法
2.4(1) プログラムの学習・教育到達目標を達成できるよ

うに設計されたカリキュラムの履修に必要な資質
を持った学生を入学させるための具体的な方法が
定められ、学内外に開示されていること。また、
それに従って選抜が行われていること。

2.4(2) プログラム履修生を共通教育等の後に決める場合
には、その具体的方法が定められ、当該プログラ
ムに関わる教員及び学生に開示されていること。
また、それに従って履修生の決定が行われている
こと

2.4(3) 学生をプログラム履修生として学外から編入させ
る場合には、その具体的な方法が定められ、学内
外に開示されていること。また、それに従って履
修生の編入が行われていること。

2.4(4) 学内の他のプログラムとの間の履修生の異動を認
める場合には、その具体的方法が定められ、関係
する教員及び学生に開示されていること。また、
それに従って履修生の異動が行われていること。

2.5 教育環境・学生支援
2.5(1) プログラムの学習・教育到達目標を達成するため

に必要な教室、実験室、演習室、図書室、情報関
連設備、自習・休憩施設及び食堂等の施設、設備
が整備されており、それらを維持・運用・更新す
るために必要な財源確保への取り組みが行われて
いること

2.5(2) 教育環境及び学習支援に関して、授業等での学生
の理解を助け、学生の勉学意欲を増進し、学生の
要望にも配慮する仕組みがあり、それが当該プロ
グラムに関わる教員、職員及び学生に開示されて
いること。また、それに従った活動が行われてい
ること。

3 学習・教育到達目標の達成 3 学習・教育到達目標の達成
3(1) シラバスに定められた評価方法と評価基準に従っ

て、科目ごとの到達目標に対する達成度が評価さ
れていること。

3(2) 学生が他の高等教育機関等で取得した単位に関し
て、その評価方法が定められ、それに従って単位
認定が行われていること。編入生等が編入前に取
得した単位に関しても、その評価方法が定めら
れ、それに従って単位認定が行われていること。

3(3) プログラムの各学習・教育到達目標に対する達成
度を総合的に評価する方法と評価基準が定めら
れ、それに従って評価が行われていること。

3(4) 修了生全員がプログラムのすべての学習・教育到
達目標を達成していること。

3(5) 修了生がプログラムの学習・教育到達目標を達成
することにより、基準1(2)の(a)～(i)の内容を身
につけていること。

3.2 【知識・能力観点から見た修了生の到達度点検】
プログラムは、学習・教育到達目標を達成した全
修了生が学習・教育到達目標に含めた知識・能力
観点(a)～(i)の内容を獲得していることを、点
検・確認していること。

基準1.2において、プログラムは、知識・能力観点
(a)～(i)を水準も含めて具体化した内容を学習・教
育到達目標に含めることが求められている。基準3.1
で点検・確認した学習・教育到達目標の達成を通じ
て、当該目標に含まれる知識・能力観点(a)～(i)も
漏れなく達成していることを点検・確認しているか
を審査対象とする。点検・確認結果の修了生への開
示は求めていない

(意見)
本項目の解釈が審査員により異なる懸念がある。
(対応)
本項目の意図が何で、何を実作業として求めている
のかを解説に書く。

【アドミッション・ポリシーとそれに基づく学生
の受け入れ】
プログラムは、カリキュラムに基づく教育に必要
な資質を持った学生をプログラムに受け入れるた
めに定めた受け入れ方針(アドミッション・ポリ
シー)を公開し、かつ、同方針に基づいて学生を
受け入れていること。

学生の受け入れ・異動に関する基準を一つにまと
める。

・リメディアル教育(development education)の必要
性確認や実施などの取り組みを含む。
・履修生の異動がある場合、その状況をプログラム
が把握・認識し、プログラムの点検・改善に役立て
ているか。(基準4.1)

(意見)
受け入れ、異動等が具体的でなくなったので疑問点
が多い。
(対応)
・「受け入れ」の定義(入学、編入学、転入学)を
「解説」に記す。また、入学後のコース選択により
プログラム履修生としての身分が確定する場合で
も、入学時点で「受け入れ」ており、プログラム履
修生となっていることを注記する。
・学生の出入り、就学延長等全てを把握し、プログ
ラムの内容・水準が学生にあっているかどうか、が
趣旨」を解説に。「転入」→「転入学」。「編入」
→「編入学」。転入学と編入学・登録の定義を明
示。
・学科とプログラムのアドミッション・ポリシーを
分けておく必要がある。プログラム登録方法別に公
開すべき「アドミッション・ポリシー」とは何かを
分類してみる。結果を検討し、どこまで解説に盛り
込むか、決める。
入試形態別の適合性とフォローについても解説に記
す

【教育環境及び学習支援環境の運用と開示】
プログラム又はプログラムが所属する高等教育機
関は、教育の実施及び履修生の学習支援のために
必要な施設、設備、体制を保有し、それを維持・
運用・更新するために必要な取り組みを行ってい
ること。その取り組みをプログラムに関わる教
員、教育支援体制の構成員、及び履修生に開示し
ていること。

内容が重複する可能性が高かったため、一つにま
とめて負荷を軽減する。

・開示の内容(幅と深さ)が教員と学生では異なって
もよい。

(意見)
「学生」と「履修生」の使い分けが適切でない。
(対応)
「学生」を「履修生」に修正

【学習・教育到達目標の達成】
プログラムは、各科目の到達目標に対する達成度
をシラバス等に記載の評価方法と評価基準で評価
し、かつ、全修了生が修了時点ですべての学習・
教育到達目標を達成したことを点検・確認してい
ること。この達成度評価には、他のプログラム
(他の学科や他の高等教育機関)で履修生が修得し
た単位についての認定も含む。

順を追って別々の基準としていたものを一つにま
とめ、学習・教育到達目標の達成という主観点か
ら評価できるよう改める。

評価方法や評価水準については2.1で定めていること
を求めているので、ここでは確実な実施の観点を審
査する。

(意見)
・修了時点ですべての学習・教育到達目標を達成す
ることの要求がカリキュラム設計を保守的にしてい
ないか？
・旧基準の「総合的に評価する方法」という文言が
消えた理由は？
(対応)
・履修生全員が達成することを求めているわけでは
ない(修了生全員が達成していることを求めてい
る)、ことを解説に盛り込む。
・左記を「解説」で強調する。（学習・教育到達目
標の達成度評価の方法は基準2.1で規定している。）

3.1

2.5

2.4
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改定のねらい
認定基準の解説・審査の手引き等に盛り込むべき事
項

パブリックコメント対応

日本技術者教育認定機構 認定基準（2019年度適用）

現基準（2012年度～2018年度） 改定基準（2019年度～）

4 教育改善 4 教育改善
4.1 教育点検
4.1(1) 学習・教育到達目標の達成状況に関する評価結果

等に基づき、基準1～3に則してプログラムの教育
活動を点検する仕組みがあり、それが当該プログ
ラムに関わる教員に開示されていること。また、
それに関する活動が行われていること。

4.1(2) その仕組みは、社会の要求や学生の要望にも配慮
する仕組みを含み、また、仕組み自体の機能も点
検できるように構成されていること。

4.1(3) その仕組みを構成する会議や委員会等の記録を当
該プログラムに関わる教員が閲覧できること。

4.2 継続的改善
教育点検の結果に基づき、プログラムの教育活動
を継続的に改善する仕組みがあり、それに関する
活動が行われていること。

4.2 【継続的改善】
プログラムは、教育点検の結果に基づいて教育活
動を継続的に改善する仕組みを持ち、それに関す
る活動を行っていること。

分野別要件 プログラムに認定基準を適用する際に、当該認定
分野において必要とする補足事項は、個別基準に
おいて別途定める。

分野別要件プログラムに認定基準を適用する際に、当該認定
分野において勘案すべき事項は、個別基準におい
て別途定める。

付表1-1
エンジニア
リング系学
士課程
個別基準
2.1(1)

教育課程（カリキュラム）は、4年間にわたる学
習・教育で構成され、当該分野にふさわしい数
学、自然科学及び科学技術に関する内容が全体の
60%以上であること。

なし (付表1-1撤廃) カリキュラムが4年間で構成されるのは申請資格
に直結するので、認定基準に含める必要はない
(審査の対象外)。また、エンジニアリング系学士
課程として、あるいは、当該分野としてふさわし
い教育課程かどうかは、認定基準2.1で審査可
能。

・エンジニアリング系学士課程として、あるいは、
当該分野としてふさわしい教育課程かどうかは、認
定基準2.1で審査する。但し、分野別要件(個別基準
勘案事項)のこれ以上の詳細化は求めず、日本学術会
議参照基準等、当該分野にとって参考になる(複数
の)指標を活用する。

付表2-1
エンジニア
リング系修
士課程
個別基準
2.1(1)

教育課程（カリキュラム）は、2年間にわたる学
習・教育で構成されていること。

なし (付表2-1撤廃) カリキュラムが2年間で構成されるのは申請資格
に直結するので、認定基準に含める必要はない
(審査の対象外)

付表3-1
情報専門系
学士課程
個別基準
2.1(1)

情報専門系学士課程プログラムにおいては、教育
課程（カリキュラム）は、4年間にわたる学習・
教育で構成され、当該分野にふさわしい数学・科
学・技術に関する内容が全体の60%以上であるこ
と。

なし (付表3-1撤廃) カリキュラムが4年間で構成されるのは申請資格
に直結するので、認定基準に含める必要はない
(審査の対象外)。また、情報専門系学士課程とし
て、あるいは、当該分野としてふさわしい教育課
程かどうかは、認定基準2.1で審査可能。

・情報専門系学士課程として、あるいは、当該分野
としてふさわしい教育課程かどうかは、認定基準2.1
で審査する。但し、分野別要件(個別基準勘案事項)
のこれ以上の詳細化は求めず、日本学術会議参照基
準等、当該分野にとって参考になる(複数の)指標を

付表4-1
建築系学士
修士課程
個別基準
2.1(1)

建築系学士課程プログラムにおいては、エンジニ
アリング系学士課程プログラムの付表1-1のとお
りとする。
建築系修士課程プログラムにおいては、教育課程
（カリキュラム）は、2年間にわたる学習・教育
で構成され、修士設計・修士論文又はそれに相当
す 究 含

付表4-1
建築系学
士修士課
程
個別基準
2.1(1)

建築系修士課程プログラムにおいては、教育課程
（カリキュラム）は、修士設計・修士論文又はそ
れに相当する課題研究を含むこと。

カリキュラムが学士課程4年間、修士課程2年間で
構成されるのは申請資格に直結するので、認定基
準に含める必要はない(審査の対象外)。

(意見)
「内部質保証」は認証評価ではPDCA全体を指す意味
で使用しているので、「教育点検」の項目のみに記
載することに戸惑いがある。
(対応)
「内部質保証」の意味するところを「解説」に記
す。

4.1 【内部質保証システムの構成・実施と開示】
プログラム又はプログラムが所属する高等教育機
関は、基準1～3に則してプログラムの教育活動を
点検する内部質保証を組織的に実施し、かつ、そ
の実施内容をプログラムに関わる教員に開示して
いること。この内部質保証の仕組みには、社会の
要求や学生の要望に配慮し、かつ、仕組み自体の
機能を点検できる機能を含むこと。

内部質保証システムは機関認証評価でも求められ
るようになっていることから、プログラムを適切
に点検可能であればプログラム独自のものでなく
て構わないことを明示するよう改める。

・「組織的」の定義：プログラム又は教育機関が責
任を持って行うもの。機関認証における自己点検や
第三者評価が当該プログラムを対象に基準1～3の観
点でなされているのであれば、それを用いて構わな
い。但し、機関認証で求める「第三者評価」にJABEE
を用いている場合には、堂々巡りにならないことが
必須となる。
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